
�������

	
����

�������������

�������	

��������
���������
���������
�� �����
��!"

���

������� �!

"#�

����

	
�

$����� %!

&'$����� �!

()*+,���� �!

()*+,���� �!

&'$����� �!

������� �!

(-*+,���� %!

$����� %!

&'$����� %!

()*+,���� %!

()*+,���� %!

()*+,���� �!

./012345�� � 6789:;<=>
()*�?+,�@�A124BC;<
=CDEF

高度地区指定範囲と
高さ設定（原案）
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に関するお知らせ
市では、建築物の高さの最高限度を指定する高度地区の検討や宮司の一部

地域に、新たに用途地域と地区計画を指定することに取り組んでいます。
現在、検討している高度地区は説明会を、今後手続きに入る宮司用途地

域・地区計画指定については原案の縦覧を行いますのでお知らせします。

土
地
利
用
に
対
す
る
市
の
取
り
組
み

土
地
利
用
は
、法
律
な
ど
に
よ
り
定
め

ら
れ
た
ル
ー
ル
に
基
づ
き
、地
域
の
状
況
を

考
慮
し
て
行
う
こ
と
で
、良
好
な
市
街
地

の
形
成
を
誘
導
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

誘
導
す
る
方
法
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
や
商
業
地
域

な
ど
の
土
地
の
用
途
を
定
め
る
用
途
地

域
、高
さ
の
最
高
限
度
・
最
低
限
度
を
定

め
る
高
度
地
区
、よ
り
地
域
の
実
態
に
合

う
よ
う
に
規
制
す
る
地
区
計
画
を
指
定

す
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。
現
在
、市
で
は
、

宮
司
地
区
の
一
部
に
用
途
地
域
と
地
区
計

画
を
指
定
す
る
こ
と
、津
屋
崎
海
岸
か
ら

宮
地
浜
を
経
て
福
間
海
岸
へ
至
る
沿
岸
部

（
沿
岸
部
周
辺
地
域
）に
建
築
物
の
高
さ
の

最
高
限
度
を
決
め
る
高
度
地
区
を
指
定

す
る
こ
と
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

沿
岸
部
周
辺
地
域
は
、
現
在
、建
築
物

の
大
部
分
が
低
層
住
宅
と
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、建
築
物
の
高
さ
に
対
し
て
は
、

用
途
地
域
に
基
づ
い
た
一
定
の
制
限（
斜

線
制
限
や
日
影
規
制
な
ど
）が
あ
る
も
の

の
、土
地
の
利
用
を
定
め
る
用
途
地
域
の

み
で
は
、建
築
物
の
高
さ
を
整
え
る
こ
と

に
限
界
が
あ
り
、低
層
戸
建
て
住
宅
の
中

に
高
層
住
宅
が
建
築
さ
れ
る
な
ど
、
周
辺

の
海
辺
の
環
境
や
田
園
環
境
と
調
和
の

と
れ
た
景
観
を
保
つ
こ
と
が
困
難
と
な
る

こ
と
が
心
配
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

沿
岸
部
周
辺
地
域（
詳
細
は
左
ペ
ー
ジ
の

図
を
参
照
く
だ
さ
い
）に
対
し
、建
築
物
の

高
さ
を
一
定
の
範
囲
内
に
抑
え
る
高
度
地

区
を
指
定
す
る
こ
と
で
、良
好
な
住
環
境

の
保
全
や
街
並
み
の
景
観
づ
く
り
を
目
指

し
ま
す
。

建
築
物
の
高
さ
制
限
を
行
う
こ
と
に
つ

い
て
は
、
平
成
20
年
度
に
約
千
世
帯
を
無

作
為
に
抽
出
し
た
住
民
意
識
調
査
、
平
成

21
年
度
に
市
民
参
加
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
実
施
し
て
、市
民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を

伺
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
を
通
じ
て
得

た
結
果
を
受
け
て
、
こ
れ
ま
で
、沿
岸
部

周
辺
地
域
に
お
け
る
建
物
の
高
さ
に
つ
い

て
、ど
の
よ
う
な
内
容
で
指
定
を
す
る
か

検
討
し
、次
の
よ
う
な
原
案
を
考
え
て
い

ま
す
。

高
度
地
区
指
定
に
つ
い
て
は
、そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
の
特
性
を
踏
ま
え
た
規
制
内
容
を

考
え
て
い
ま
す
。

福
間
地
域

住
宅
だ
け
で
な
く
、沿
道

型
の
商
業
施
設
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施

設
な
ど
が
あ
り
、居
住
と
生
活
の
中
心

的
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
福

間
地
域
は
土
地
利
用
の
幅
が
広
い
こ
と

用
途
地
域

建
築
物
の
用
途
の
制

限
と
併
せ
て
、建
築
物
の
建
て
方
の

ル
ー
ル
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
例

え
ば
、建
ぺい
率
、容
積
率
、壁
面
後

退
、最
低
敷
地
面
積
な
ど
の
ル
ー
ル

が
あ
り
ま
す
。
第
一
種
低
層
住
居
専

用
地
域
は
、低
層
住
宅
の
た
め
の
地

域
で
あ
り
、小
規
模
な
お
店
や
事
務

所
を
兼
ね
た
住
宅
、小
中
学
校
な
ど

を
建
て
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
と

決
ま
り
が
あ
り
ま
す
。
ほ
か
に
第
一

種
住
居
地
域
や
商
業
地
域
な
ど
が

あ
り
ま
す
。

高
度
地
区

都
市
計
画
法
に
基
づ
く

地
域
地
区
の
一
つ
。
用
途
地
域
が
指

定
さ
れ
た
区
域
の
み
指
定
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
高
度
地
区
に
は
市

街
地
の
環
境
を
維
持
す
る
た
め
に
、

建
築
物
の
最
高
限
度
を
定
め
る
場

合
と
土
地
利
用
の
増
進
を
図
る
た

め
に
建
築
物
の
高
さ
の
最
低
限
度

を
定
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

地
区
計
画

一
定
の
ま
と
ま
り
を

持
っ
た「
地
区
」を
対
象
に
、そ
の
地

区
の
実
情
に
あ
っ
た
き
め
細
か
い
規

制
を
行
う
こ
と
で
、大
局
的
な
都
市

計
画
だ
け
で
は
実
現
で
き
な
い「
生

活
単
位
」に
視
点
を
と
ら
え
た
ま
ち

づ
く
り
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

の
説
明

高度地区の指定、宮司地区
における用途地域の指定

沿
岸
部
周
辺
地
域
高
度
地
区
指
定
の
必
要
性

高
度
地
区

高
度
地
区
へ
の
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み

沿
岸
部
周
辺
地
域
高
度
地
区
指
定
の
概
要

用
 語
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を
考
慮
し
た
規
制
内
容
と
し
ま
す
。
こ
の

こ
と
か
ら
、高
さ
の
最
高
限
度
を
15
メ
ー

ト
ル
と
し
ま
す
。

津
屋
崎
地
域

津
屋
崎
地
域
に
は
、江
戸

時
代
か
ら
の
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
建
物
が

並
ぶ
津
屋
崎
千
軒
が
あ
り
、現
在
で
も
、

藍
の
家
や
造
り
酒
屋
な
ど
が
残
っ
て
い
ま

す
。従
っ
て
、津
屋
崎
地
域
は
こ
れ
ら
の
歴

史
的
街
並
み
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
や

低
層
住
宅
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
地
域
の

現
状
を
考
慮
し
た
規
制
内
容
と
し
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、高
さ
の
最
高
限
度
を
12

メ
ー
ト
ル
と
し
ま
す
。た
だ
し
、商
業
地
域

に
つ
い
て
は
、土
地
利
用
の
幅
が
広
い
こ
と

を
考
慮
し
、15
メ
ー
ト
ル
と
し
ま
す
。

宮
司
地
域

宮
司
地
域
に
は
宮
地
嶽
神
社

と
海
に
伸
び
る
参
道
、大
き
な
鳥
居
の
あ

る
宮
地
浜
が
あ
り
、そ
の
周
辺
は
主
に
低

層
の
戸
建
て
住
宅
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。
従

っ
て
、宮
司
地
域
は
今
後
も
引
き
続
き
、海

ま
で
直
線
で
続
く
参
道
の
見
通
し
の
確
保

や
歴
史
的
雰
囲
気
を
過
度
に
損
な
わ
な
い

ま
ち
づ
く
り
を
考
慮
し
た
規
制
内
容
と
し

ま
す
。こ
の
こ
と
か
ら
、高
さ
の
最
高
限
度

を
12
メ
ー
ト
ル
と
し
ま
す
。た
だ
し
、商
業

施
設
な
ど
が
集
積
す
る
福
間
地
域
に
隣
接

し
た
一
部
の
地
区
は
、土
地
利
用
の
幅
が
広

い
こ
と
を
考
慮
し
た
規
制
内
容
と
し
、高

さ
の
最
高
限
度
を
15
メ
ー
ト
ル
と
し
ま
す
。

既
存
の
建
築
物
で
、高
度
地
区
指
定
時

に
、指
定
の
高
さ
を
超
え
て
い
る
建
築
物

つ
い
て
は
、一
定
の
条
件
の
下
、
現
在
の
高

さ
ま
で
建
築
が
可
能
に
な
る
よ
う
緩
和

措
置
を
設
け
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、公
共
施
設
、病
院
、お
よ
び
観
光

の
振
興
を
図
る
上
で
必
要
な
建
築
物
に
つ

い
て
は
、周
辺
の
状
況
や
市
街
地
環
境
等

支
障
が
な
い
と
判
断
さ
れ
た
も
の
に
限

り
、高
さ
制
限
を
適
用
し
な
い
方
向
で
す
。

宮
司
地
区
の
用
途
地
域
指
定
に
つ
い
て

は
、
平
成
22
年
度
か
ら
地
元
説
明
会
な
ど

を
行
い
、そ
の
原
案
を
ま
と
め
ま
し
た
。

こ
れ
は
宮
司
地
区
で
用
途
を
指
定
し
て
い

な
か
っ
た
地
域（
用
途
白
地
）の
一
部
を
、

新
た
に
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、第

一
種
住
居
地
域
、準
工
業
地
域
に
指
定
し

て
い
ま
す（
指
定
箇
所
は
左
枠
内
掲
載
の

地
区
）。

さ
ら
に
準
工
業
地
域
で
は
、地
区
計
画

を
定
め
、建
て
ら
れ
る
建
築
物
の
内
容
を

第
一
種
住
居
地
域
の
内
容
に
加
え
て
、店

舗
や
飲
食
店
な
ど
の
ほ
か
、サ
ー
ビ
ス
業

を
営
む
店
舗
に
付
属
し
た
工
場
に
指
定

す
る
こ
と
で
、よ
り
現
状
に
沿
っ
た
街
並

み
形
成
が
で
き
る
よ
う
に
誘
導
し
て
い
き

ま
す
。
宮
司
地
区
の
用
途
地
域
指
定
お
よ

び
地
区
計
画
指
定
に
つ
い
て
は
、こ
れ
か

ら
原
案
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。
利
害
関
係

の
あ
る
人
に
つ
い
て
は
、意
見
書
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
細
は
左
枠
内

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

宮司地区の用途地域指定・

地区計画の指定に関する

原案の縦覧・公聴会の開催

について

市では、現在、用途地域が指定されて
いない宮司地区の一部地域に新たに用途
地域の指定および地区計画の指定をする
に当たり、市民の皆さんの意見を伺うた
め、次の通り、原案の縦覧を行います。
縦覧の期間中、区域内の土地所有者など
で、案について意見のある人は、意見書
を提出することができます。

■案の縦覧および意見書の提出、公聴会の
開催について

（１）関係する土地の位置および区域
位置 宮司１、２丁目の一部
区域 下図の通り

（２）縦覧期間
６月２７日（月）～７月１１日（月）
８：３０～１７：００（土・日曜日を除く）

（３）意見書の提出期間
７月１２日（火）～７月１９日（火）
※必着

（４）縦覧場所および意見書提出場所
市都市計画課（津屋崎庁舎）

（５）公聴会の開催
７月２６日（火）１９：００から
市役所福間庁舎２階　大会議室
※意見書の提出がない場合、公聴会
は中止します。 全体

555件

※建物の高さ制限のあり方に関する住民意識調査報告書より（平成２１年３月）

0%

77.5

77.7

76.5

78.1

79.7 6.8

7.3

5.3

10.8

7.6 9.5 3.23.2

3.23.2

2.92.9

3.33.3

4.14.1

1.3

0.9

2.9

0.6

0.7

0.7

6.4

11.8

9.9

9.5

20%

自然環境と調和した低層の建物が続く街なみ
中高層の建物が建つ活気ある街なみ
低層と中高層の建物が混在していてもかまわない
分からない
その他
無回答

40% 60% 80% 100%

津屋崎地域（渡、津屋崎）
157件

結果1 対象地域はどのような街なみであってほしいか結果2 居住する地域の建物の高さを定める  ことについて

宮司地域（宮司、宮司浜）
170件

福間地域
（西郷川から北側：西福間）

151件
福間地域

西郷川から南側：
花見の里、花見が浜

74件
））

0.6

1.3

全体
555件 35.9 5.2 31.0 10.5 5.8 4.5 5.4

1.1

0.7

規制を定めるべき 規制を定めるべきではない

津屋崎地域（渡、津屋崎）
157件

宮司地域（宮司、宮司浜）
170件

福間地域
（西郷川から北側：西福間）

151件
福間地域

西郷川から南側：
花見の里、花見が浜

74件
）（

39.5 6.4 28.0 5.1 6.4 6.4 6.4

38.8 4.1 27.6 10.0 6.5 5.9 4.1

1.3

0.6

1.2

1.8

37.7 4.0 31.1 15.9 6.0 0.7

2.02.6

18.9 8.1 44.6 12.2 6.8 5.4

1.42.7

全
面
的
に
規
制

２
〜
３
階
建
て
ま
で

全
面
的
に
規
制

４
〜
５
階
建
て
ま
で

幹
線
道
路
沿
い
や
商
業
地

な
ど
特
定
の
地
域
を
除
い
て

規
制
　
２
〜
３
階
建
て
ま
で

幹
線
道
路
沿
い
や
商
業
地

な
ど
特
定
の
地
域
を
除
い
て

規
制
　
４
〜
５
階
建
て
ま
で

で
き
る
だ
け
規
制
し
な
い
方
が

よ
い

規
制
す
べ
き
で
な
い
、

今
の
ま
ま
で
よ
い

分
か
ら
な
い

そ
の
他

無
回
答

宮
司
地
区
用
途
地
域
指
定
と
地
区
計
画

沿岸部周辺地域高度地区
説明会を開催します

■ 説明会
現在、市が考えている原案について、説明会

を開催します。
７月１４日（木）１９：３０～ふくとぴあ

らくらくルーム
７月１６日（土）１３：３０～

市立図書館研修室１
７月２０日（水）１９：３０～

カメリアホール大研修室今後の流れ

■ 原案等の縦覧
説明会後、作成した原案について、縦覧をしま

す。意見の公述申出があった場合は、公聴会を開
催します。原案の縦覧を受け、必要があれば原案
の修正を行い、案を作成します。案ができたら、
案を縦覧する期間を設け、意見を求めます。
■ 市都市計画審議会における審議
作成した案を都市計画審議会で審議します。

宮
司
用
途
地
域

問い合わせ
市都市計画課（津屋崎庁舎）
☎５２・４９５６


